
第７６号議案 

 

 

 

芦屋市マンションの管理の適正化の推進に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

 

 芦屋市マンションの管理の適正化の推進に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のように定める。 

 

 

令和７年１１月２８日提出 

 

 

 

                      芦屋市長 髙 島  崚 輔 

 

 

 

 

提案理由 

 

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴い、同省令

を引用する関係規定を整理するため、この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

 

 

   芦屋市マンションの管理の適正化の推進に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 芦屋市マンションの管理の適正化の推進に関する条例（令和６年芦屋市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法に定めるもののほか、

次に定めるところによる。 

第２条 この条例における用語の意義は、法に定めるもののほか、

次に定めるところによる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 長期修繕計画 マンションの修繕に関する長期の計画をい

う。 

(3) 長期修繕計画 マンションの管理の適正化の推進に関する

法律施行規則（平成１３年国土交通省令第１１０号）第１条の

２第１項第２号に規定する長期修繕計画をいう。 

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略） 

 

附 則 

 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 参 照 １ 

 

 

芦屋市マンションの管理の適正化の推進に関する条例の一部改正要綱 

 

 

１ 改正の趣旨 

  マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴い、同省

令を引用する関係規定を整理するため、この条例を制定しようとするもの。 

 

２ 改正の内容 

長期修繕計画の定義の明確化（第２条関係） 

改正案 現 行 

長期修繕計画 マンションの修繕に関

する長期の計画をいう。 

長期修繕計画 マンションの管理の適

正化の推進に関する法律施行規則（平

成１３年国土交通省令第１１０号）第

１条の２第１項第２号に規定する長期

修繕計画をいう。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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参 照 ２ 

 

 

   マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則抜粋 

（   部分は令和７年１１月２８日施行） 

 

 

 （管理計画の認定の申請） 

第１条の８ （第１号省略） 

(2) 長期修繕計画（マンションの修繕に関する長期の計画をいう。以下同じ。）の写

し及び当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会の議事録の写し（区分所

有法第１８条第２項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該

規約の写し及びその定めるところにより当該長期修繕計画を作成し、又は変更し

たことを証する書類） 

（第３号から第９号まで省略） 

（第２項省略） 
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